
【控除額例】

２２，３４１円２，８００円２，８５９円

例　：　地方公共団体への寄附金　　３０，０００円

適用下限額
（寄附金控除の対象外）

２，０００円
寄附控除対象　２８，０００円

２，０００円

２，０００円

２，０００円

自己負担額寄付金額

５０，０００円

３０，０００円

１０，０００円

税金の控除額の計算

２８，０００円（住民税　２５，１４１円、所得税　２，８５９円）

　８，０００円（住民税　　７，１８３円、所得税　　　８１７円）

４８，０００円（住民税　４３，０９９円、所得税　４，９０１円）

所得税、住民税の寄附金税額控除額の計算方法は

下記の通りです。

１ 所得税の寄附金控除

【寄附金－２，０００円】 × 所得税の税率 × １．０２１

２ 所得税の寄附金控除

①住民税の基本控除 【寄附金－２，０００円】 × １０％（一律）

②住民税の特例控除 【寄附金－２，０００円】 ×（９０％－所得税の税率×１．０２１）

※ ②の額については、個人住民税所得割額の２割が限度です。

給与収入７００万円で夫婦子ども２人の４人家族のＡさんの場合

●所得税の税率１０％ ●住民税の所得割額２９３，５００円

所得税の控除額

（30,000－2,000）×10％

×1.021＝2,859円

①住民税の基本控除額

（30,000－2,000）×10％＝2,800円

②住民税の特例控除額

（30,000－2,000）×（90％－10％×1.021）＝22,341円

（＜58,700円：住民税所得割額の２割）

住民税の税額控除額合計

２５，１４１円


